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様式例第１号

業務の運営に関する規程

事業所名

第１ 求 人

１ 本所は （取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこ、

れを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通

常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。

２ 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、

お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メー

ルでも差し支えありません。

３ 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ

書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施につ

いて緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示が

できないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明

示してください。

４ 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん

申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。

第２ 求 職

１ 本所は （取扱職種の範囲等）に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこ、

れを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

２ 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。

３ 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登

録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致しま

す。

４ （取扱職種の範囲等が、芸能家、家政婦（夫 、配ぜん人、調理士、モデル又はマ）

ネキンの場合）求職受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けま

す。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。
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第３ 紹 介

１ 求職の方には、職業安定法第２条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、

その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致しま

す。

２ 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。

、 、 、 、３ 紹介に際しては 求職の方に 紹介において従事することとなる業務の内容 賃金

労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メー

ルの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあら

かじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそ

れらの方法以外の方法により明示を行います。

４ 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持

参して求人者へ行っていただきます。

５ いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。

６ 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われ

ている間は求人者に、紹介を致しません。

７ 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申

し受けます。

第４ そ の 他

１ 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業

に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。

２ 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をし

てください。

また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告し

てください。

３ 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基

づき、適正に取り扱います。

４ 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務

について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組

合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。

５ 本所の取扱職種の範囲等は、 です。

６ 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、す

べて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に

詳しくおたずねください。

年 月 日

代表者
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様式例第２号

手 数 料 表

本所が有料職業紹介事業を行った場合は、次のとおり手数料を申し受けます。

１ 受付手数料

求人又は求職の申込みを受理した場合は、受理した日以降に次の受付手数料を申し受

けます。

求人の受付 １件につき 円（消費税相当分を含む ）を求人者から。

求職の受付 １件につき 円（消費税相当分を含む ）を求職者から。

、 、ただし 同一の求職者に掛かる求職の申込みの受理が１箇月に３件を超える場合には

３件分を超えては申し受けません。

２ 上限制紹介手数料

、 、 、就職が決定した場合には 求人者から 次の１又は２のいずれかの額の紹介手数料を

対象となる賃金が支払われた日以降に申し受けます。

ただし、同一の雇用主に引き続き６箇月を超えて雇用された場合は、６箇月を超えた

雇用については申し受けません。

１ 支払われた賃金の ％（消費税相当分を含む ）に相当する額（２に該当す。

る場合は２に定めるところにより紹介手数料を申し受けます ）。

２ 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の雇用主に引き続き６箇月を超えて雇用さ

れた場合は、次の①又は②によって算出された額のうちいずれか大きい額

① 当該６箇月間の雇用に掛かる賃金について支払われた賃金額の ％（消費

税相当分を含む ）に相当する額。

② 当該６箇月間の雇用にかかる賃金について支払われた賃金額から臨時に支払われ

た賃金及び３箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を差し引いた額の ％

（消費税相当分を含む ）に相当する額。

（注 「消費税相当分を含む」は、課税事業者について適用するものである。したがっ）

て、免税事業者については、当該文言を記載する必要はないものである。
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様式例第３号 【一般登録型】 

手 数 料 表 

（一般登録型の例示） 

 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人受理時の事務費用 

（※１） 

     円 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

求人受理後、求人者に求職者を紹介

するサービス 

【職業紹介サービス】 

（※２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人の充足に向けた求人者に対す

る専門的な相談・助言サービス 

【職業紹介の付加サービス】 

（※３） 

＊上記職業紹介サービスに加えて、より

専門的な相談・助言の付加サービスを行

う場合 

成功報酬 

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内

定書や労働条件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 

 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用期間

が１年を超える場合は最大１年間分）に支払われ

る賃金（内定書や労働条件通知書等に記載されて

いる額）の 

     ％（または     円） 

 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

 

 

成功報酬 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内

定書や労働条件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 

 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

上記手数料には、消費税（※４）は含まれておりません。別途加算となります。 

          許可番号                           

          事業所の名称及び所在地                    
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※１：求人受理時の事務費用 

   求人を受け付ける際に、事務費として一定額を収受する場合には、この欄にその金額を記入しておく

必要があります。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 
 

 

※２：求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 

   求人者にサービスの提供を行った際の成功報酬として一定額を収受する場合には、この欄にその金額

の限度額（割合【％】または定額【円】）を記入しておく必要があります。 

当該様式例では、雇用期間の定めのない労働契約と雇用期間の定めのある労働契約に分けて記載して

いますが、雇用期間の定めのない労働契約や１年間を超える有期労働契約を斡旋する場合などは、「内

定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○％（または○○円）」と記載することもできます。

このほか、１件あたりの定額手数料を記載する方法等ありますが、手数料に係る紛争防止の観点から、

わかりやすい手数料表の表記を心がけてください。 

   また、時間外労働を含めた月々の実支払賃金を元に手数料を収受しようとする場合は、「職業紹介が

成功した場合において、当該求職者の就職後１年間で支払われた賃金の○○％（または○○円）」とい

う記載で構いませんが、この場合は手数料の請求は賃金が確定してからとなりますので、ご留意くださ

い。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 
 

 

※３：求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 

   通常の職業紹介サービスに加え、求人を容易に充足させるための専門的な相談や助言のサービスを求

人者に行い職業紹介が成功した際に、付加サービス分の成功報酬として一定額（加算分）を収受する場

合には、この欄にその加算分の金額の限度額（割合【％】または定額【円】）を記入しておく必要があ

ります。 

   ホワイトカラーの紹介の場合などでは、上記※２と付帯して行われる場合が多いため、当該欄を必ず

しも設ける必要はありません。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※４：消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。 
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様式例第３号 【サーチ／スカウト型】 

手 数 料 表 

（サーチ／スカウト型の例示） 

 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

求人受理時の事務費用 

（※１） 

     円 

 手数料負担者は 求人者 とします。 

特定の条件による特別の求職者の

開拓やそのための調査・探索 

（※２） 

着手金                 円（％） 

活動１日あたり             円（％） 

（または、活動１時間あたり       円（％）） 

成功報酬  

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内

定書や労働条件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 

 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用期間

が１年を超える場合は最大１年間分）に支払われ

る賃金（内定書や労働条件通知書等に記載されて

いる額）の 

     ％（または     円） 

  

手数料負担者は 求人者 とします。 

 

上記手数料には、消費税（※３）が含まれておりません。別途加算となります。 

          許可番号                           

          事業所の名称及び所在地                    
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※１：求人受理時の事務費用 

   求人を受け付ける際に、事務費として一定額を収受する場合には、この欄にその金額を記入しておく

必要があります。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※２：特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 

 （１）「着手金」 

    「着手金」は、特定の条件に該当する求職者の開拓やそのための調査・探索を行うことに対して一

定額を収受する場合には、この欄にその金額の限度額（定額【円】または割合【％】）を記入してお

く必要があります。 

 （２）「活動一日あたり」 

    「活動一日あたり」は、いわゆる「タイムチャージ／その調査探索に従事した人材コンサルタント

の時間（所要日）数で手数料を請求する体系」の際に一定額を収受する場合には、この欄にその金額

の限度額（定額【円】または割合【％】）を記入しておく必要があります。なお、紛争等を避けるた

め「活動一日あたり」「活動一人あたり」「活動一時間あたり」と明確な内容の記載をお勧めします。 

（３）「成功報酬」 

「成功報酬」は、雇用期間の定めのない労働契約や１年を超える有期労働契約をあっせんする場合

などは、「内定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○％（または○○円）」と記載するこ

ともできます。  

また、このほか、１件あたりの定額手数料を記載する方法や上記と併記する方法ありますが、手数

料に係る紛争防止の観点から、わかりやすい手数料表の表記を心がけてください。 

    なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※３：消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。 
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様式例第３号 【再就職支援型】 

手 数 料 表 

（再就職支援型の例示） 

 

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者 

就職を容易にするための求職者に

対する専門的な相談・助言 

（※１） 

着手金                 円（％） 

相談・助言終了時            円（％） 

成功報酬                円（％） 

 手数料負担者は 関係雇用主 とします。 

求人受理後、求人者に求職者を紹介

するサービス 

【職業紹介サービス】 

（※２） 

成功報酬 

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

職業紹介が成功した場合において、当該求職者の

就職後１年間に支払われる賃金（内定書や労働条

件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

職業紹介が成功した場合において、当該求職者の

就職後、雇用契約期間中（雇用期間が１年を超え

る場合は最大１年間分）に支払われる賃金（内定

書や労働条件通知書等に記載されている額）の 

     ％（または     円） 

  

手数料負担者は 求人者 とします。 

 

上記手数料には、消費税（※３）が含まれておりません。別途加算となります。 

          許可番号                           

          事業所の名称及び所在地                    
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※１：就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 

 （１）「着手金」 

    「着手金」は、再就職支援の対象となる者を雇用中若しくは直前まで雇用していた雇用主（関係雇

用主）からの依頼を受け、サービス開始時に一定額を収受する場合には、この欄にその金額の限度額

（定額【円】または割合【％】）を記入しておく必要があります。 

 （２）「相談・助言終了時」 

    「相談・助言終了時」は、再就職支援の対象となる者に対して、再就職が容易にできるための専門

的な相談・助言を行った際に一定額を収受する場合には、この欄にその金額の限度額（定額【円】ま

たは割合【％】）を記入しておく必要があります。 

（３）「成功報酬」 

「成功報酬」は、再就職支援の対象となる者に再就職先を紹介して雇用契約が成立した場合に手数

料を収受する場合には、この欄にその金額の限度額（定額【円】または割合【％】）を記入しておく

必要があります。 

    なお、当該欄の手数料負担者は、通常「関係雇用主」となります。 

 

 

※２：求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 

求人者にサービスの提供を行った際の成功報酬として一定額を収受する場合には、この欄にその金額

の限度額（定額【円】または割合【％】）を記入しておく必要があります。 

当該様式例では、雇用期間の定めのない労働契約と雇用期間の定めのある労働契約に分けて記載して

いますが、雇用期間の定めのない労働契約や１年間を超える有期労働契約を斡旋する場合などは、「内

定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○％（または○○円）」と記載することもできます。

このほか、１件あたりの定額手数料を記載する方法等ありますが、手数料に係る紛争防止の観点から、

わかりやすい手数料表の表記を心がけてください。 

また、時間外労働を含めた月々の実支払賃金を元に手数料を収受しようとする場合は、「職業紹介が

成功した場合において、当該求職者の就職後１年間で支払われた賃金の○○％（または○○円）」とい

う記載で構いませんが、この場合は手数料の請求は賃金が確定してからとなりますので、ご留意くださ

い。 

   なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。 

 

 

※３：消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。 
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様式例第４号

個人情報適正管理規程

個人情報適正管理規程（事例案）

１．個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、○○課及び△△課の職

員とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者◇◇◇◇とする。

２．職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う１に記載する事業所内の職員

に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年１回実施することとす

る。また、職業紹介責任者は、少なくとも５年に１回は職業紹介責任者

講習会を受講するものとする。

３．取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示

請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等

客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、こ

れに基づき訂正（削除を含む。以下同じ ）の請求があったときは、当。

、 。該請求が客観的事実に合致するときは 遅滞なく訂正を行うものとする

また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任

者は求職者等への周知に努めることとする。

４．求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出

があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理を

することとする。

なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者

◇◇◇◇とする。
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様式第１号（第１面） （日本工業規格Ａ列４）

有 料 ・ 無 料
職 業 紹 介 事 業 許 可 申 請 書
職業紹介事業許可有効期間更新申請書

① 平成２５年 ８月 １日

厚 生 労 働 大 臣 殿
まる ばつ かぶしきがいしゃ

○ × 株式会社( )ふりがな

だいひょうとりしまりやくしゃちょう きむら こ②申請者 氏 名
代表取締役社長 木村 あき子印

１．職業安定法第３０条第１項の規定により下記のとおり許可の申請をします。
２．職業安定法第３３条第１項の規定により下記のとおり許可の申請をします。
３．職業安定法第３２条の６第２項の規定により下記のとおり更新申請をします。
４．職業安定法第３３条第４項において準用する同法第３２条の６第２項の規定により下記の
とおり更新申請をします。

記

（ ）③許 可 番 号

( )ふりがな

○ × 株式会社④氏名又は名称

〒 電話 ０３（５２５３）○×○×

( )ふりがな

東京都千代田区霞が関○－×－○⑤所 在 地

霞ヶ関ビル５階

氏 名 住 所
とうきょうとちゅうおうくにほんばし( )ふりがな

⑥代表者氏名等

氏 名 住 所

( )ふりがな

⑦役 員

氏 名 等

( 法 人 の み )

収入印紙

消印しては
な ら な い

山 田 太 郎

木 村 あ き 子

伊 藤 次 郎

き む ら こ

や ま だ た ろ う

い と う じ ろ う

東京都中央区日本橋×－○－×

東京都江東区住吉○－×－○

東京都渋谷区渋谷○－○－○

とうきょうとこうとうくすみよし

とうきょうとしぶやくしぶや

まる ばつ かぶしきがいしゃ

1 1 1 1 1 1 ○

かすみがせき かい

とうきょうと ちよだく かすみがせき
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様式第１号（第２面）

1.労働者派遣事業 2.再就職支援業 3.訪問介護事業兼 業
⑧
の種類・内容 4.経営コンサルタント 5. 6.

職業紹介事業を行う事業所に関する事項

⑨事 業 所
名 称 所 在 地

⑩職業紹介責任者氏名等 ⑪担当者職・氏名・電話番号
おしごと紹介事業部 事業課長氏 名 住 所
高田 伸子

(０３)５５１１－○×○×
⑫講習会名、受講

年月日・受講場所

⑨事 業 所
名 称 所 在 地

⑩職業紹介責任者氏名等 ⑪担当者職・氏名・電話番号
大阪おしごと紹介事業部 事業課長補佐氏 名 住 所
田村 清

(０６)１１５５－○○××

⑫講習会名、受講

年月日・受講場所

⑬取次機関

( )ふりがな

イ 名 称

( )ふりがな

ロ 住 所

ハ 事業内容

○×株式会社 おしごと紹介センター 東京都港区南青山○－×－○ おしごとビル１階

田中 強 東京都港区赤阪×－×－×

職業紹介責任者講習（新規） 平成24年５月１日 於 東京

○×株式会社 おしごと紹介センター

大阪事業部

大阪府大阪市中央区南船場○－○－○ △□生命ビル２０１号

上田 花子 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町

○－×－×－３０３号

職業紹介責任者講習（新規） 平成23年３月１日 於 大阪
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様式第１号（第３面）

申請者は職業安定法第３２条各号に規定する以下に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない
ことを誓約します。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であつ
て政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第７７号）の規定（同法第４８条の規定を除く ）により、若しくは刑法（明治４０。
年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の３、第２２２条若
しくは第２４７条の罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）の罪若
しくは出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第７３条の２第１項の罪
を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなつた日から起算して５年を経過しない者

ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ハ 職業安定法第３２条の９第１項（第３３条第４項において準用する場合を含む ）の規定。
により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して５年を経過しない者

ニ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイからハ
又はホまでのいずれかに該当するもの

ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
上記イ中の政令で定める法律の規定は次のとおり。

・ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１１７条及び第１１８条第１項（同法第６条
及び第５６条に係る部分に限る ）の規定並びにこれらの規定に係る同法第１２１条の規定。
（これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣法」という ）第４４条（第４項を除く ）の。 。
規定により適用される場合を含む ）。

・ 労働者派遣法第５８条から第６２条までの規定
・ 港湾労働法（昭和６３年法律第４０号）第４８条、第４９条（第一号を除く ）及び第５。
１条（第二号及び第三号に係る部分に限る ）の規定並びにこれらの規定に係る同法第５２。
条の規定

・ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）第４９条、第５０条
及び第５１条（第２号及び第３号を除く ）の規定並びにこれらの規定に係る同法第５２条。
の規定

・ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の
促進に関する法律（平成３年法律第５７号）第１９条、第２０及び第２１条（第１号に係
る部分に限る ）の規定並びにこれらの規定に係る同法第２２条の規定。

・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法
律第７６号）第６２条、第６３条及び第６５条の規定並びにこれらの規定に係る同法第６
６条の規定

・ 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第３２条、第３３条及
び第３４条（第１号に係る部分に限る ）の規定並びにこれらの規定に係る同法第３５条の。
規定

また、⑩の者は、未成年者でなく、かつ、上記のイ、ロ及びハのいずれにも該当しないもの
であることを誓約します。


